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平成��年
�月��日

��
�
�

�

��
�
�

�

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
六
・
こ
ど
も
課
） 
一

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止  
�
（
七
・
地
域
福
祉
課
） 
二

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
変
更  
�
（
八
・　
　

〃　
　

） 
二

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定  
�
�
�（
九
・　
　

〃　
　

） 
三

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

　

の
指
定  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
〇
・　

〃　

） 
三

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関

　

の
指
定  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
一
・　

〃　

） 
六

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止  
�
（
一
二　

〃　

） 
九

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所

　

在
地
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
・　

〃　

） 
九

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

　

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
施
術
機
関
の
事
業
所
の
名

　

称
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
・　

〃　

）
一
〇

○
解
除
予
定
保
安
林  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
・　

〃　

）
一
〇

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

��

��
�

�

��
�
�

�

○
公
共
測
量
の
実
施  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
土
地
対
策
課
）
一
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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指定理由雑誌コード等製作発行所等題　　　　　名指定番号種類

　著しく青少年の
性的感情を刺激し、
又は著しく青少年
の粗暴性若しくは
残虐性を誘発し、
若しくは助長し、
その健全な育成を
阻害するおそれが
ある。

１１４１９－９㈱双葉社アクション　ピザッツ ２月号２０－１８４雑誌

０８５１３－０２KKベストセラーズ［月刊］メルフレ！ マガジンボンバー　２月号２０－１８５〃

０１８０７－０２㈱サン出版ウォ－Ａ組Special　VOL．１７　２月号２０－１８６〃

１３７０１－２㈱ぶんか社コミック　まぁるまん　本当にあったＨな話
２月号２０－１８７〃

１８１３５－２㈱ぶんか社別冊本当にあったＨな話　２月号２０－１８８〃

１２８１２－０２
○L －０２／１６若生出版㈱蜜漫　Vol．０６

ガチンコ２月増刊号２０－１８９〃

０５９７９－２辰巳出版㈱漫画ダイナマイト　２月号２０－１９０〃

０６４８１－０２曙出版㈱ＤＶＤ　ＤＯＫＡＮ　２月号２０－１９１〃

０３３２７－０２若生出版㈱グラギャル ＤＥＥＰ
【グラギャルディープ２月号】２０－１９２〃

１６７８１－０２㈱笠倉出版社特撰　三十路妻　２月号２０－１９３〃

12811-02若生出版㈱ガチンコ　No．６６　２月号２０－１９４〃

名　
　

称

く
さ
ば
耳
鼻
咽
喉
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
悠
生
会
上

村
泌
尿
器
科
医
院

医
療
法
人
光
寿
権
藤

医
院

く
わ
は
ら
歯
科
医
院

原
宿
カ
イ
セ
イ
薬
局

わ
た
や
薬
局

所　
　

在　
　

地

佐
賀
市
川
副
町
一
一
六
三
番
地
一
七
五

鳥
栖
市
古
賀
町
三
四
三
番
地

鳥
栖
市
田
代
上
町
二
八
五
番
地

佐
賀
市
呉
服
元
町
一
〇
番
一
一
号

西
松
浦
郡
有
田
町
本
町
丙
七
八
五

鳥
栖
市
田
代
上
町
二
九
七
番
地

指
定
年
月
日

平
成
二
〇
・
八
・
一

〃

平
成
二
〇
・
一
一
・
一

平
成
二
〇
・
七
・
一

〃

平
成
二
〇
・
一
一
・
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
同

法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
、
同
法
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療

機
関
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

名　
　

称

夢
咲
ク
リ
ニ
ッ
ク

わ
た
な
べ
歯
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

今
村
歯
科
医
院

あ
お
ぞ
ら
歯
科
医
院

日
新
薬
局

所　
　

在　
　

地

佐
賀
市
兵
庫
町
大
字
藤
木
字
一
本
杉
四
五
一
番

地
一

唐
津
市
ニ
タ
子
一
丁
目
九
番
三
九
号

佐
賀
市
堀
川
町
二
番
一
一
号

唐
津
市
肥
前
町
入
野
甲
一
九
六
一
番
地
一
一

佐
賀
市
長
瀬
町
五
番
一
二
号

指
定
年
月
日

平
成
二
〇
・
一
二
・
一

平
成
二
〇
・
一
一
・
一

平
成
二
〇
・
一
二
・
一

〃〃

名　
　

称

新旧

春
風
薬
局

有
限
会
社　

春

風
薬
局

所　
　

在　
　

地

佐
賀
市
兵
庫
南
一
丁
目
一
二
番
九
号

変
更
年
月
日

平
成
二
〇
・
一
一
・
六

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

佐
賀
キ
リ
ス
ト
教
事
業
団　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

シ
オ
ン
の
園　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
水
ヶ
江

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
水
ケ
江
四
丁
目
二
番
二
一
号

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

佐
賀
キ
リ
ス
ト
教
事
業
団　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

シ
オ
ン
の
園　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
べ
し
ま

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
鍋
島
三
丁
目
八
番
三
八
号

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

佐
賀
キ
リ
ス
ト
教
事
業
団　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
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名　

称　

シ
オ
ン
の
園　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ひ
ま
わ
り

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
大
字
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社　

ハ
ー
ト

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
佐
志
一
一
五
六
番
地
二
六

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

訪
問
介
護
事
業
所　

安
寿

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
鎮
西
町
高
野
字
原
五
三
四
番
地
二

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

訪
問
介
護

五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

ラ
イ
フ
コ
ン
プ
リ
ー
ト　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
東
与
賀
町
飯
盛
二
二
四
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護　

紀
水
苑

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
東
与
賀
町
飯
盛
二
二
四
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ト
ー
タ
ル
ケ
ア
ラ
イ
フ　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
弥
生
が
丘
二
丁
目
一
番

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

や
よ
い
が
お
か
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
弥
生
が
丘
二
丁
目
一
番

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

訪
問
介
護

七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

ト
ー
タ
ル
ケ
ア
ラ
イ
フ　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
弥
生
が
丘
二
丁
目
一
番

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

や
よ
い
が
お
か
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
弥
生
が
丘
二
丁
目
一
番

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

八　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
朋
友
会　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

山
口
病
院
訪
問
介
護
事
業
所

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

訪
問
介
護

九　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
朋
友
会　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
山
口
病
院　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

訪
問
看
護

十　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
朋
友
会
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所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
山
口
病
院　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

十
一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
朋
友
会　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
山
口
病
院　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

居
宅
療
養
管
理
指
導 　

十
二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人　

竜
門
堂　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
山
内
町
大
字
三
間
坂
甲
一
四
〇
一
七
番
地
五

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

宅
老
所　

は
る
か
ぜ

　
　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
山
内
町
大
字
宮
野
二
三
七
一
九
番
地
三

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

十
三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社　

千
寿
園　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
川
副
町
大
字
南
里
三
六
七
番
地
一

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

か
わ
そ
え

　
　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
北
川
副
町
大
字
光
法
一
五
九
三
番
地
一

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

十
四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

み
の
り　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
一
六
二
〇

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

ロ
イ
ヤ
ル
ケ
ア
神
埼　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
一
六
二
〇

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

十
五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

み
の
り　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
一
六
二
〇

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ケ
ア
ホ
ー
ム
ロ
イ
ヤ
ル
神
埼

　
　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
一
六
二
〇

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護　

十
六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団　

芳
香
会　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

福
岡
市
中
央
区
輝
国
一
丁
目
一
番
七
七
号

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
浜
玉

　
　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
浜
玉
町
浜
崎
三
本
松
一
六
六
九
番
地
二
六

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護　
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生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

佐
賀
キ
リ
ス
ト
教
事
業
団　
　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

シ
オ
ン
の
園　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
水
ヶ
江

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
水
ケ
江
四
丁
目
二
番
二
一
号

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

佐
賀
キ
リ
ス
ト
教
事
業
団　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

シ
オ
ン
の
園　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
べ
し
ま

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
鍋
島
三
丁
目
八
番
三
八
号

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

佐
賀
キ
リ
ス
ト
教
事
業
団　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

シ
オ
ン
の
園 
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
大
字
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
介
護

四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

佐
賀
キ
リ
ス
ト
教
事
業
団　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

シ
オ
ン
の
園 
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
大
和

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
大
字
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

佐
賀
キ
リ
ス
ト
教
事
業
団　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

シ
オ
ン
の
園　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ひ
ま
わ
り

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
大
字
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

佐
賀
キ
リ
ス
ト
教
事
業
団　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
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名　

称　

シ
オ
ン
の
園 
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
大
字
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

佐
賀
キ
リ
ス
ト
教
事
業
団　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム　

シ
オ
ン
の
園
く
つ
ろ
樹

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
大
字
久
留
間
三
八
六
五
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

八　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社　

ハ
ー
ト

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
佐
志
一
一
五
六
番
地
二
六

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

訪
問
介
護
事
業
所　

安
寿

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
鎮
西
町
高
野
字
原
五
三
四
番
地
二

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
介
護

九　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

ラ
イ
フ
コ
ン
プ
リ
ー
ト　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
東
与
賀
町
飯
盛
二
二
四
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護　

紀
水
苑

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
東
与
賀
町
飯
盛
二
二
四
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

十　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ト
ー
タ
ル
ケ
ア
ラ
イ
フ　
　
　

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
弥
生
が
丘
二
丁
目
一
番

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

や
よ
い
が
お
か
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
弥
生
が
丘
二
丁
目
一
番

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
介
護

十
一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

ト
ー
タ
ル
ケ
ア
ラ
イ
フ　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
弥
生
が
丘
二
丁
目
一
番

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

や
よ
い
が
お
か
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
弥
生
が
丘
二
丁
目
一
番

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

十
二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
朋
友
会　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
山
口
病
院　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
看
護

十
三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
朋
友
会　
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所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
山
口
病
院　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

十
四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
朋
友
会　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
山
口
病
院　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導 　

十
五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
朋
友
会　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
朋
友
会
山
口
病
院
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン　

十
六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
朋
友
会　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
山
口
病
院　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
新
天
町
三
〇
五
番
地

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

十
七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人　

竜
門
堂　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
山
内
町
大
字
三
間
坂
甲
一
四
〇
一
七
番
地
五

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

宅
老
所　

は
る
か
ぜ

　
　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
山
内
町
大
字
宮
野
二
三
七
一
九
番
地
三

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

十
八　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社　

千
寿
園　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
川
副
町
大
字
南
里
三
六
七
番
地
一

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

か
わ
そ
え

　
　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
北
川
副
町
大
字
光
法
一
五
九
三
番
地
一

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

十
九　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

み
の
り　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
一
六
二
〇

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

ロ
イ
ヤ
ル
ケ
ア
神
埼　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
一
六
二
〇

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

二
十　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
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�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

み
の
り　
　
　
　

　
　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
一
六
二
〇

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ケ
ア
ホ
ー
ム
ロ
イ
ヤ
ル
神
埼

　
　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
一
六
二
〇

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護　

二
十
一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

　
　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団　

芳
香
会　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

所
在
地　

福
岡
市
中
央
区
輝
国
一
丁
目
一
番
七
七
号

　
　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　
　

名　

称　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
浜
玉

　
　
　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
浜
玉
町
浜
崎
三
本
松
一
六
六
九
番
地
二
六

　
　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

廃
止
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
三
十
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社　

し
ょ
う
ほ
う

　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
田
道
ケ
里
二
二
一
六
番
地
の
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ロ
イ
ヤ
ル
ケ
ア
神
埼

　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
一
六
二
〇

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

二　

�　

廃
止
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
一
月
三
十
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社　

し
ょ
う
ほ
う

　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
田
道
ケ
里
二
二
一
六
番
地
の
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ロ
イ
ヤ
ル
ケ
ア
神
埼
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　

所
在
地　

神
埼
市
神
埼
町
本
堀
一
六
二
〇

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

名　

称

デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー  
セ
イ
ジ
ュ

所　
　

在　
　

地

新旧

佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
東
高
木
一
一
七
〇
番
地

佐
賀
市
高
木
瀬
東
四
丁
目
一
番
六
号

変
更
年
月
日

平
成
二
〇
・
一
〇
・
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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名　

称

古
賀
整
骨
院

所　
　

在　
　

地

新旧

佐
賀
市
兵
庫
町
大
字
藤
木
字
三
本
松
三
〇
三
番
二

佐
賀
市
柳
町
六
番
一
一

変
更
年
月
日

平
成
一
〇
・
一
一
・
二
五

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
施
術
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　
　
　

一　

解
除
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

佐
賀
市
富
士
町
大
字
古
湯
字
三
崎
原
二
五
七
八
・
二
六
〇
七
・
二
六
一
一
・
二
六
一

五
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由　

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
佐
賀
県
県
土
づ
く
り
本
部
森
林
整
備
課
及
び
佐

賀
市
森
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）　

��

��
�

�

　
測
量
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１８８
号
）
第
３９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
福
岡
県
知
事
か
ら
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　
平
成
２１
年
１
月
１６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

１
　
作
業
種
類
　
１
級
水
準
測
量

２
　
作
業
期
間
　
平
成
２１
年
１
月
１３
日
か
ら
平
成
２１
年
３
月
１９
日
ま
で

３
　
作
業
地
域
　
佐
賀
市
（
旧
諸
富
町
）
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